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評価専門調査会 

大規模研究開発評価ワーキンググループ（仮称） 

名簿（案） 

（敬称略） 

〇上山 隆大  総合科学技術・イノベーション会議 議員 

梶原 ゆみ子 総合科学技術・イノベーション会議 議員 

篠原 弘道 総合科学技術・イノベーション会議 議員 

林 隆之 政策研究大学院大学  教授 

長谷山 美紀 北海道大学 副学長 

〇会長 

参考資料２ 

資料 7 関連 

※本資料は、第 141 回評価専門調査会の議論を踏まえ、一部事後修正しました
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規定類 

○内閣府設置法 第二十六条：

総合科学技術・イノベーション会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るため

の基本的な政策について調査審議すること。 

二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材そ

の他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に

関する重要事項について調査審議すること。 

三 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発につい

て評価を行う 

○総合科学技術・イノベーション会議が実施する国家的に重要な研究

開発の評価について（総合科学・イノベーション会議 平成２９年７月２６日 一部改定）

２．評価対象 

（１）大規模研究開発

① 新規の研究開発（事前評価）

  新たに実施が予定される国費総額が約３００億円以上の研究開発のうち、 

科学技術政策上の重要性等に鑑み、評価専門調査会において評価すべきと認め

たもの 

② 継続中の研究開発（中間評価）

①の評価を実施した研究開発（ただし、評価専門調査会が評価は必要ないと認め

た場合を除く） 

③ 終了した研究開発（事後評価及び追跡評価）

①の評価を実施した研究開発のうち、研究開発が当該年度の前年度に終了した

もの 及び 評価専門調査会が追跡評価の必要を認めたもの 

○参考資料（評価の進め方等）

  〇総合科学・イノベーション会議決定 (H29.7.26 一部改正) 

・総合科学技術・イノベーション会議が実施する国家的に重要な研究開発の

評価について

  〇評価専門調査会決定(R1.7.29 一部改正) 

・総合科学技術・イノベーション会議が実施する中間評価の調査検討等の

進め方について

・総合科学技術・イノベーション会議が実施する事後評価の調査検討等の

進め方について
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【参考】大規模研究開発評価の新旧対応表案 

従前 改定案 

主な 

議論の場 

評価専門調査会 ・大規模研究開発評価 WG（仮称）（以下

WG という） 

・評価専門調査会

議論回数 ２回～３回 それぞれ１回程度 

議論時間 

(1 案件毎) 

６０分/回  

(計 120 分～180 分) 

１回あたり３０分～程度 

（計 60 分程度を想定） 

評価内容 

従 前 の 評

価内容は、

中 間 評 価

の内容を記

述。 

下線部はそ

のうち、事

後評価に該

当する内容 

(1)実施府省等における評価の状況

(2)実施府省等の行っている評価方法

(3)総合科学技術・イノベーション会議が

実施した事前評価時の指摘事項への

対応状況や情勢変化への対応状況 

(4)関連する政策・施策等の目的を達成

するための道筋を踏まえた中間評価

時における目標等の達成状況 

(5)中間評価時以降の目標等の達成見

込み

(6)研究開発マネジメントの状況

(7)科学技術的・社会経済的・国際的な

効果及び今後の波及効果の見込み 

(8)各府省横断のプログラム評価のあり

方 

(1)実施府省等における評価の状況

(2)実施府省等の行っている評価方法

(3)評価項目の設定方法及びその設定根

拠

(4)評価項目を踏まえた評価の実施状況

(5)総合科学技術・イノベーション会議が

実施した事前評価時の指摘事項への

対応状況や情勢変化への対応状況

(6)評価結果を踏まえた研究開発の成果

の活用

評価プロセ

ス 

・評価専門調査会において、実施府省よ

り案件の詳細の説明、および、評価委

員等からのヒアリングを、実施。

・指摘事項については、次の評価専門

調査会で回答するとともに、評価委員

などからのヒアリングを実施。（１～２

回実施）

・その上で、評価専門調査会で、調整検

討を踏まえて評価結果案をとりまと

め。

・その後、総合科学技術・イノベーション

会議で評価結果案の審議を行い、決

定。

・WG にて、実施府省より、実施府省で実

施した評価について説明。（１回程度）

・WGでの指摘事項やWGの評価結果の

原案を踏まえて、各府省は必要に応じ

て、改善案を評価専門調査会に報告。

・その上で、評価専門調査会で、調査検

討を踏まえて評価結果案をとりまとめ。

・その後、総合科学技術・イノベーション

会議で、評価結果案の審議を行い、決

定。
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評 価 結 果

の扱い 

・評価結果については、実施府省や関

係府省における研究開発推進上の課

題等についての改善方策を実施する

など、活用する。

・研究開発事業における事前評価や

中間評価の評価結果に対する改善策

は、それぞれ、その後の中間評価や

事後評価において反映する。

・評価結果については、実施府省や関

係府省における研究開発推進上の課

題等についての改善方策を実施する

など、活用する。

・研究開発事業における事前評価や

中間評価の評価結果に対する改善策

は、それぞれ、その後の中間評価や事

後評価において反映する。
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評価結果の目次構成（新旧対応）

（今までの主な評価結果目次） 

１．はじめに 

２．評価の実施方法 

２．１．評価対象 

２．２．評価目的 

２．３．CSTIによる事前評価等

の実施(中間・事後のみ) 

２．４．評価方法 

２．５．評価対象案件の実施 

府省等における評価 

３．評価結果 

３．１．本事業の評価結果 

３．２．総合評価/事業全体 

の評価 

（新しい評価結果目次（案）） 

１．案件概要 

２．評価の実施方法 

２．１．評価の方法 

２．２．評価項目の設定方法及

びその設定根拠 

２．３．評価項目を踏まえた 

評価の実施状況 

２．４．評価結果を踏まえた研

究開発の成果の活用 

３．評価結果（案） 

（※結果(案)は WG後に指摘事

項を追記する。） 
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（目次構成例） 

１．案件概要 

・名称

・実施府省

・実施機関及び予算額

・事業概要・研究開発計画等

・実施研究機関 等

２．評価の実施方法 

２．１．評価の方法 

２．２．評価項目の設定方法及びその設定根拠 

・事業の位置づけ・必要性

・研究開発マネジメント

・研究開発成果

・成果の実用化・事業化に向けた取組み及び見通し

２．３．評価項目を踏まえた評価の実施状況 

・科学技術・イノベーション基本計画及び統合イノベーション

戦略との関係

・国の研究開発評価に関する大綱的指針のとの関係

・評価の実施において上記以外に参考にした内容等

２．４．評価結果を踏まえた研究開発の成果の活用 

・研究開発の成果を社会実装等、実現的なものとするための有

効活用方策

・研究開発推進上の課題についての改善方策等

・関係府省との連携についての改善方策等

３．評価結果（案） 

(以下の観点も含めて作成) 

・科学技術・イノベーション基本計画及び統合イノベーション戦

略の評価への反映

・国の研究開発評価に関する大綱的指針に沿った評価となってい

るかどうか。

＊評価結果(案)は WG後に指摘事項を追記する
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大規模研究開発の評価スケジュール（令和３年度） 

評価専門調査会（大規模研究開発評価 WGの設置） 

大規模研究開発評価 WG（評価の実施・１回程度） 

（評価結果の原案をとりまとめ） 

評価専門調査会（評価結果(案)のとりまとめ） 

（WGの指摘及び評価結果の原案を踏まえて、被評価者が必要に応じて 

改善方策を報告し、調査検討を踏まえて評価結果（案）のとりまとめ）

 総合科学技術・イノベーション会議（評価結果の決定）

１２月２０日 

１月中 

２月～３月 

年度内 

※被評価者は、評価実施府省を想定

※被評価者は、評価実施府省を想定


